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第１章第１章第１章第１章    総則総則総則総則 

（名称）（名称）（名称）（名称） 

第１条第１条第１条第１条    この法人は、一般社団法人沖縄県指定自動車この法人は、一般社団法人沖縄県指定自動車この法人は、一般社団法人沖縄県指定自動車この法人は、一般社団法人沖縄県指定自動車学校学校学校学校協会と称する。協会と称する。協会と称する。協会と称する。 

（事務所）（事務所）（事務所）（事務所） 

第２条第２条第２条第２条    この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。 

 

第２章第２章第２章第２章    目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業 

（目的）（目的）（目的）（目的） 

第３条第３条第３条第３条    この法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全なこの法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全なこの法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全なこの法人は、会員相互の緊密な連絡協調により、自動車運転者教育の健全な

発展発展発展発展を図るとともに、関係機関を図るとともに、関係機関を図るとともに、関係機関を図るとともに、関係機関・・・・団体と連携し、交通安全思想の普及高揚を図り、団体と連携し、交通安全思想の普及高揚を図り、団体と連携し、交通安全思想の普及高揚を図り、団体と連携し、交通安全思想の普及高揚を図り、

もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。もって交通の安全と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。 

（事業）（事業）（事業）（事業） 

第４条第４条第４条第４条    この法人は、前条の目的を達成するため、次この法人は、前条の目的を達成するため、次この法人は、前条の目的を達成するため、次この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。の事業を行う。の事業を行う。の事業を行う。 

    (1)    教習、講習水準の維持向上に関する調査研究及び施策の推進教習、講習水準の維持向上に関する調査研究及び施策の推進教習、講習水準の維持向上に関する調査研究及び施策の推進教習、講習水準の維持向上に関する調査研究及び施策の推進 

    (2)    監督監督監督監督行政庁の行政庁の行政庁の行政庁の所掌事務に所掌事務に所掌事務に所掌事務に関する関する関する関する連絡調整及び連絡調整及び連絡調整及び連絡調整及び施策の施策の施策の施策の推進推進推進推進 

    (3)    運転免許関係事務及び講習に関する受託運転免許関係事務及び講習に関する受託運転免許関係事務及び講習に関する受託運転免許関係事務及び講習に関する受託業務業務業務業務の適正なの適正なの適正なの適正な実施実施実施実施 

    (4)    交通安全運動交通安全運動交通安全運動交通安全運動等等等等に関するに関するに関するに関する施策の推進施策の推進施策の推進施策の推進 

    (5)    指定自動車学校（道路交通法第９９条第１項の規定により沖縄県公安委員会か指定自動車学校（道路交通法第９９条第１項の規定により沖縄県公安委員会か指定自動車学校（道路交通法第９９条第１項の規定により沖縄県公安委員会か指定自動車学校（道路交通法第９９条第１項の規定により沖縄県公安委員会か 

らららら普通自動車免許の普通自動車免許の普通自動車免許の普通自動車免許の指定を受けた指定を受けた指定を受けた指定を受けた自動車教習自動車教習自動車教習自動車教習所を所を所を所をいいいいう。以下「自動車学校」という。以下「自動車学校」という。以下「自動車学校」という。以下「自動車学校」とい 

う。）の発展のための調査研究及び施策の推進う。）の発展のための調査研究及び施策の推進う。）の発展のための調査研究及び施策の推進う。）の発展のための調査研究及び施策の推進 

    (6)    自動車学校の教習用図書及び教材等の斡旋並びに自動車学校の教習用図書及び教材等の斡旋並びに自動車学校の教習用図書及び教材等の斡旋並びに自動車学校の教習用図書及び教材等の斡旋並びに調達調達調達調達 

    (7)    優良会員及び職員並びに交通功労者の表彰優良会員及び職員並びに交通功労者の表彰優良会員及び職員並びに交通功労者の表彰優良会員及び職員並びに交通功労者の表彰 

    (8)    その他その他その他その他この法人の目的を達成するため必要な事業この法人の目的を達成するため必要な事業この法人の目的を達成するため必要な事業この法人の目的を達成するため必要な事業 

 

第３章第３章第３章第３章    会員会員会員会員 

（法人の構成員）（法人の構成員）（法人の構成員）（法人の構成員） 

第５条第５条第５条第５条    この法人の会員は、次のこの法人の会員は、次のこの法人の会員は、次のこの法人の会員は、次の会員をもって構成する。会員をもって構成する。会員をもって構成する。会員をもって構成する。 

(1) 正会員正会員正会員正会員    この法人の事業に賛同して入会した自動車この法人の事業に賛同して入会した自動車この法人の事業に賛同して入会した自動車この法人の事業に賛同して入会した自動車学校学校学校学校をををを代表代表代表代表するするするする者者者者又は代又は代又は代又は代 

表者から選任を受けた者（当該代表者の教習所の役員又は管理者に限る。）表者から選任を受けた者（当該代表者の教習所の役員又は管理者に限る。）表者から選任を受けた者（当該代表者の教習所の役員又は管理者に限る。）表者から選任を受けた者（当該代表者の教習所の役員又は管理者に限る。） 

    (2)    特別会員特別会員特別会員特別会員    この法人に功労があった者又は学識経験者その他特にこの法人のこの法人に功労があった者又は学識経験者その他特にこの法人のこの法人に功労があった者又は学識経験者その他特にこの法人のこの法人に功労があった者又は学識経験者その他特にこの法人の 

目的に賛同し入会を希望目的に賛同し入会を希望目的に賛同し入会を希望目的に賛同し入会を希望する者で理事会において承認された者する者で理事会において承認された者する者で理事会において承認された者する者で理事会において承認された者 

２２２２    前項の会員のうち前項の会員のうち前項の会員のうち前項の会員のうち正会員正会員正会員正会員をもって一般社をもって一般社をもって一般社をもって一般社団法人及び一般財団法人団法人及び一般財団法人団法人及び一般財団法人団法人及び一般財団法人にににに関する法律関する法律関する法律関する法律 

（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の社員とする。（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の社員とする。（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の社員とする。（以下「一般社団・財団法人法」という。）上の社員とする。 

（会員の資格の取得）（会員の資格の取得）（会員の資格の取得）（会員の資格の取得） 

第６条第６条第６条第６条    この法人の正会員になろうとする者この法人の正会員になろうとする者この法人の正会員になろうとする者この法人の正会員になろうとする者（次項に規定する場合を除く。）（次項に規定する場合を除く。）（次項に規定する場合を除く。）（次項に規定する場合を除く。）は、理は、理は、理は、理 

事会の定めるところにより申し込みをし、事会の定めるところにより申し込みをし、事会の定めるところにより申し込みをし、事会の定めるところにより申し込みをし、そそそその承認をの承認をの承認をの承認を受受受受けなければならない。けなければならない。けなければならない。けなければならない。 



２２２２    正会員が、その自動車学校の代表でなくなり、他の者が代表することとなった場正会員が、その自動車学校の代表でなくなり、他の者が代表することとなった場正会員が、その自動車学校の代表でなくなり、他の者が代表することとなった場正会員が、その自動車学校の代表でなくなり、他の者が代表することとなった場 

合は、理事会の定めるところにより新旧正会員連署で会長に届け出なければならな合は、理事会の定めるところにより新旧正会員連署で会長に届け出なければならな合は、理事会の定めるところにより新旧正会員連署で会長に届け出なければならな合は、理事会の定めるところにより新旧正会員連署で会長に届け出なければならな 

い。い。い。い。 

ただし、正会員が死亡した場合は、新たに代表する者になったものが届け出なただし、正会員が死亡した場合は、新たに代表する者になったものが届け出なただし、正会員が死亡した場合は、新たに代表する者になったものが届け出なただし、正会員が死亡した場合は、新たに代表する者になったものが届け出な 

ければならないければならないければならないければならない。。。。 

（経費の負担）（経費の負担）（経費の負担）（経費の負担） 

第７条第７条第７条第７条    この法人の事業活動この法人の事業活動この法人の事業活動この法人の事業活動に経常的にに経常的にに経常的にに経常的に生じる費用に充てるため、正会員になった時生じる費用に充てるため、正会員になった時生じる費用に充てるため、正会員になった時生じる費用に充てるため、正会員になった時

及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う支払う支払う支払う義務を負う。義務を負う。義務を負う。義務を負う。 

２２２２    この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、この法人の運営上、特に必要があると認めるときは、総会の決議を経て、正会員総会の決議を経て、正会員総会の決議を経て、正会員総会の決議を経て、正会員

から臨時に会費を徴収することができる。から臨時に会費を徴収することができる。から臨時に会費を徴収することができる。から臨時に会費を徴収することができる。 

（任意退会）（任意退会）（任意退会）（任意退会） 

第８条第８条第８条第８条    会員は、理事会会員は、理事会会員は、理事会会員は、理事会のののの定める定める定める定めるところによりところによりところによりところにより退会届を提出退会届を提出退会届を提出退会届を提出しししし、任意にいつでも退会、任意にいつでも退会、任意にいつでも退会、任意にいつでも退会

することができる。することができる。することができる。することができる。 

（除名）（除名）（除名）（除名） 

第９条第９条第９条第９条    会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会

員を除名することができる。員を除名することができる。員を除名することができる。員を除名することができる。 

    (1)    この定この定この定この定款款款款その他の規則にその他の規則にその他の規則にその他の規則に違反違反違反違反したとき。したとき。したとき。したとき。 

    (2)    この法人の名この法人の名この法人の名この法人の名誉誉誉誉をををを傷傷傷傷つけ、又は目的につけ、又は目的につけ、又は目的につけ、又は目的に反反反反する行する行する行する行為為為為をしたとき。をしたとき。をしたとき。をしたとき。 

    (3)    その他除名すその他除名すその他除名すその他除名すべべべべき正当な事き正当な事き正当な事き正当な事由由由由があるとき。があるとき。があるとき。があるとき。 

２２２２    前項前項前項前項の規定の規定の規定の規定によりによりによりにより会員を会員を会員を会員を除名除名除名除名しようとするときは、当該会員にしようとするときは、当該会員にしようとするときは、当該会員にしようとするときは、当該会員に対対対対し、当該総会のし、当該総会のし、当該総会のし、当該総会の

日日日日から１から１から１から１週間週間週間週間前前前前ままままでに理事会の定めるところによりそのでに理事会の定めるところによりそのでに理事会の定めるところによりそのでに理事会の定めるところによりその旨旨旨旨を通を通を通を通知知知知し、かつ、総会にし、かつ、総会にし、かつ、総会にし、かつ、総会に

おいておいておいておいて弁明弁明弁明弁明する機会を与する機会を与する機会を与する機会を与ええええなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。 

（会員資格の（会員資格の（会員資格の（会員資格の喪失喪失喪失喪失にににに伴伴伴伴うううう権利権利権利権利及び義務及び義務及び義務及び義務）））） 

第第第第 10 条条条条    前２条の場合の前２条の場合の前２条の場合の前２条の場合のほほほほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、か、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、か、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、か、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、

その資格をその資格をその資格をその資格を喪失喪失喪失喪失する。する。する。する。 

    (1)    第７条第７条第７条第７条第１項の第１項の第１項の第１項の支支支支払払払払義務を義務を義務を義務を１年以上１年以上１年以上１年以上履履履履行行行行しなかったとき。しなかったとき。しなかったとき。しなかったとき。 

    (2)    総正会員が同意したとき。総正会員が同意したとき。総正会員が同意したとき。総正会員が同意したとき。 

    (3)    当該会員が死亡したとき。当該会員が死亡したとき。当該会員が死亡したとき。当該会員が死亡したとき。 

(4)    正正正正会員が会員が会員が会員が代表する代表する代表する代表する自動車自動車自動車自動車学校がその学校がその学校がその学校がその事業を事業を事業を事業を廃止廃止廃止廃止し、又はし、又はし、又はし、又は指定を取り指定を取り指定を取り指定を取り消消消消されたとされたとされたとされたと 

き。き。き。き。 

２２２２    前項及び前項及び前項及び前項及び前２前２前２前２条条条条の規定によりの規定によりの規定によりの規定により会員が会員が会員が会員がその資格をその資格をその資格をその資格を喪失喪失喪失喪失したときは、したときは、したときは、したときは、会員として会員として会員として会員として一一一一切切切切

のののの権利権利権利権利をををを喪失喪失喪失喪失し、し、し、し、既既既既にににに納納納納めた会費その他のめた会費その他のめた会費その他のめた会費その他の拠拠拠拠出出出出金品金品金品金品はははは返還返還返還返還しない。しない。しない。しない。ただし、ただし、ただし、ただし、在在在在会会会会中中中中

にかかるにかかるにかかるにかかる義務は義務は義務は義務は履履履履行しなければならない。行しなければならない。行しなければならない。行しなければならない。 

 

第４章第４章第４章第４章    総会総会総会総会 

（（（（種類種類種類種類及び及び及び及び開催開催開催開催）））） 

第第第第 11 条条条条    総会は、定時総会及び臨時総会とする。総会は、定時総会及び臨時総会とする。総会は、定時総会及び臨時総会とする。総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

２２２２    定時総会は、毎事業年定時総会は、毎事業年定時総会は、毎事業年定時総会は、毎事業年度終了後度終了後度終了後度終了後３３３３箇月箇月箇月箇月以以以以内内内内にににに開催開催開催開催し、臨時総会は、必要がある場し、臨時総会は、必要がある場し、臨時総会は、必要がある場し、臨時総会は、必要がある場 

合に合に合に合に開催開催開催開催する。する。する。する。 

３３３３    第第第第２２２２項の項の項の項の定時定時定時定時総会をもって一般社団・財団法人総会をもって一般社団・財団法人総会をもって一般社団・財団法人総会をもって一般社団・財団法人法法法法上の社員総会とする。上の社員総会とする。上の社員総会とする。上の社員総会とする。 



（構成）（構成）（構成）（構成） 

第第第第 12 条条条条    総会は、総会は、総会は、総会は、すすすすべべべべてのてのてのての正会員をもって構成する。正会員をもって構成する。正会員をもって構成する。正会員をもって構成する。 

（（（（権権権権限）限）限）限） 

第第第第 13 条条条条    総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。総会は、次の事項について決議する。 

    (1)    会員の除名会員の除名会員の除名会員の除名 

    (2)    理事及び監事の理事及び監事の理事及び監事の理事及び監事の選任又は選任又は選任又は選任又は解解解解任任任任 

    (3)    理事及び監事理事及び監事理事及び監事理事及び監事のののの報酬報酬報酬報酬等の額等の額等の額等の額 

    (4)    貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表表表表及び及び及び及び損益計算損益計算損益計算損益計算書（正書（正書（正書（正味味味味財財財財産増減計算産増減計算産増減計算産増減計算書）の承認書）の承認書）の承認書）の承認 

    (5)    定定定定款款款款のののの変更変更変更変更 

    (6)    解散解散解散解散及び及び及び及び残余残余残余残余財財財財産産産産のののの処分処分処分処分 

    (7)    その他総会で決議するものとしてその他総会で決議するものとしてその他総会で決議するものとしてその他総会で決議するものとして法法法法令令令令又又又又はこの定はこの定はこの定はこの定款款款款でででで定められた事項定められた事項定められた事項定められた事項 

（（（（招集招集招集招集）））） 

第第第第 14 条条条条    総会は、法総会は、法総会は、法総会は、法令令令令に別に別に別に別段段段段の定めがある場合を除き、理事会の決議にの定めがある場合を除き、理事会の決議にの定めがある場合を除き、理事会の決議にの定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ基づ基づ基づき会長き会長き会長き会長 

がががが招集招集招集招集する。する。する。する。 

２２２２    総総総総正会員の議決正会員の議決正会員の議決正会員の議決権権権権の１の１の１の１０分０分０分０分の１以上の議決の１以上の議決の１以上の議決の１以上の議決権権権権をををを有有有有する正会員は、する正会員は、する正会員は、する正会員は、会長会長会長会長にににに対対対対しししし、、、、総総総総 

会の目的である事項及び会の目的である事項及び会の目的である事項及び会の目的である事項及び招集招集招集招集の理の理の理の理由由由由をををを示示示示して、総会のして、総会のして、総会のして、総会の招集招集招集招集をををを請求請求請求請求することができる。することができる。することができる。することができる。 

３３３３    総会を総会を総会を総会を招集招集招集招集するするするするにににには、は、は、は、会長は、総会の会長は、総会の会長は、総会の会長は、総会の日日日日の１の１の１の１週間週間週間週間前前前前ままままでに正会員にでに正会員にでに正会員にでに正会員に対対対対して、一般して、一般して、一般して、一般

社団・財団法人法社団・財団法人法社団・財団法人法社団・財団法人法第第第第３８３８３８３８条第１項条第１項条第１項条第１項各号各号各号各号にににに掲げ掲げ掲げ掲げる事項をる事項をる事項をる事項を記載記載記載記載した書した書した書した書面面面面により、その通により、その通により、その通により、その通

知知知知を発しなければならない。を発しなければならない。を発しなければならない。を発しなければならない。ただし、ただし、ただし、ただし、理事会の決議により書理事会の決議により書理事会の決議により書理事会の決議により書面面面面又は又は又は又は電磁電磁電磁電磁的的的的方方方方法によ法によ法によ法によ

ってってってって議決議決議決議決権権権権を行を行を行を行使使使使することが出することが出することが出することが出来来来来ることとするることとするることとするることとする事項を定めた場合には、総会の事項を定めた場合には、総会の事項を定めた場合には、総会の事項を定めた場合には、総会の日日日日のののの

２２２２週間週間週間週間前前前前ままままでにその通でにその通でにその通でにその通知知知知を発を発を発を発しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（議長）（議長）（議長）（議長） 

第第第第 15 条条条条    総会の議長は、総会の議長は、総会の議長は、総会の議長は、会長がこれに当たる。会長がこれに当たる。会長がこれに当たる。会長がこれに当たる。 

（議決（議決（議決（議決権権権権）））） 

第第第第 16 条条条条    総会における議決総会における議決総会における議決総会における議決権権権権は、正会員は、正会員は、正会員は、正会員が代表する自動車学校が代表する自動車学校が代表する自動車学校が代表する自動車学校１１１１校校校校につき１につき１につき１につき１個個個個とすとすとすとす

る。る。る。る。 

２２２２    総会に出総会に出総会に出総会に出席席席席できないできないできないできない正会員は、正会員は、正会員は、正会員は、予予予予めめめめ通通通通知知知知された事項についてされた事項についてされた事項についてされた事項について書書書書面若面若面若面若しくはしくはしくはしくは電磁電磁電磁電磁的的的的 

方方方方法によ法によ法によ法によりりりり議決議決議決議決し、又は他の正会員を代理人としてし、又は他の正会員を代理人としてし、又は他の正会員を代理人としてし、又は他の正会員を代理人として議決議決議決議決権権権権のののの行行行行使使使使を委任するを委任するを委任するを委任することがことがことがことが 

できできできできる。この場合において次条第１項及び第２項の規定の適用については、出る。この場合において次条第１項及び第２項の規定の適用については、出る。この場合において次条第１項及び第２項の規定の適用については、出る。この場合において次条第１項及び第２項の規定の適用については、出席席席席しししし 

たものとみなす。たものとみなす。たものとみなす。たものとみなす。 

（決議（決議（決議（決議）））） 

第第第第 17 条条条条    総会の決議は、総正会員の総会の決議は、総正会員の総会の決議は、総正会員の総会の決議は、総正会員の議決議決議決議決権権権権のののの過半数過半数過半数過半数をををを有有有有する正会員する正会員する正会員する正会員が出が出が出が出席席席席し、出し、出し、出し、出席席席席 

した当該正会員の議決した当該正会員の議決した当該正会員の議決した当該正会員の議決権権権権のののの過半数過半数過半数過半数をもって行う。をもって行う。をもって行う。をもって行う。 

２２２２    前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかかわわわわらず、次の決議は、らず、次の決議は、らず、次の決議は、らず、次の決議は、総総総総正会員の正会員の正会員の正会員の半数半数半数半数以上であって、以上であって、以上であって、以上であって、総総総総正会員正会員正会員正会員 

の議決の議決の議決の議決権権権権の３の３の３の３分分分分の２以上に当たるの２以上に当たるの２以上に当たるの２以上に当たる多数多数多数多数をもって行う。をもって行う。をもって行う。をもって行う。 

    (1)    会員の除名会員の除名会員の除名会員の除名 

    (2)    監事の監事の監事の監事の解解解解任任任任 

    (3)    定定定定款款款款のののの変更変更変更変更 

    (4)    解散解散解散解散 

    (5)    その他法その他法その他法その他法令令令令で定められた事項で定められた事項で定められた事項で定められた事項 



３３３３    理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議理事又は監事を選任する議案案案案を決議するにを決議するにを決議するにを決議するに際際際際しては、しては、しては、しては、各候補各候補各候補各候補者者者者ごごごごとに第１項の決とに第１項の決とに第１項の決とに第１項の決 

議を行議を行議を行議を行わわわわなければならない。理事又は監事のなければならない。理事又は監事のなければならない。理事又は監事のなければならない。理事又は監事の候補候補候補候補者の合者の合者の合者の合計数計数計数計数が第が第が第が第 19 条に定める定条に定める定条に定める定条に定める定 

数数数数を上を上を上を上回回回回る場合には、る場合には、る場合には、る場合には、過半数過半数過半数過半数の賛成を得たの賛成を得たの賛成を得たの賛成を得た候補候補候補候補者の者の者の者の中中中中から得から得から得から得票数票数票数票数のののの多多多多いいいい順順順順に定に定に定に定数数数数のののの 

枠枠枠枠に達するに達するに達するに達するままままでの者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。での者を選任することとする。 

（議事（議事（議事（議事録録録録）））） 

第第第第 18 条条条条    総会の議事については、法総会の議事については、法総会の議事については、法総会の議事については、法令令令令の定めるところにより、議事の定めるところにより、議事の定めるところにより、議事の定めるところにより、議事録録録録をををを作作作作成する。成する。成する。成する。 

２２２２    議長及び出議長及び出議長及び出議長及び出席席席席した理事した理事した理事した理事は、は、は、は、前項の前項の前項の前項の議事議事議事議事録録録録にににに記記記記名名名名押印押印押印押印する。する。する。する。 

 

第５章第５章第５章第５章    役員役員役員役員 

（役員の（役員の（役員の（役員の設設設設置）置）置）置） 

第第第第 19 条条条条    この法人に、次の役員を置く。この法人に、次の役員を置く。この法人に、次の役員を置く。この法人に、次の役員を置く。 

    (1)    理事理事理事理事    ６名以上６名以上６名以上６名以上８名以８名以８名以８名以内内内内 

    (2)    監事監事監事監事    ３名以３名以３名以３名以内内内内 

２２２２    理事のうち１名を会長理事のうち１名を会長理事のうち１名を会長理事のうち１名を会長、、、、２２２２名を名を名を名を副副副副会長会長会長会長、、、、１名を１名を１名を１名を専専専専務理事とする。務理事とする。務理事とする。務理事とする。 

３３３３    前項の会長をもって一般社団・前項の会長をもって一般社団・前項の会長をもって一般社団・前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、財団法人法上の代表理事とし、財団法人法上の代表理事とし、財団法人法上の代表理事とし、専専専専務理事を務理事を務理事を務理事をもってもってもってもって

同法第９１条第１項第２同法第９１条第１項第２同法第９１条第１項第２同法第９１条第１項第２号号号号の業務の業務の業務の業務執執執執行理事とする。行理事とする。行理事とする。行理事とする。 

（役員の選任）（役員の選任）（役員の選任）（役員の選任） 

第第第第 20 条条条条    理事及び監事は、総会の決議によって選任する。理事及び監事は、総会の決議によって選任する。理事及び監事は、総会の決議によって選任する。理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

２２２２    前項の規定により理事を選任する場合は、前項の規定により理事を選任する場合は、前項の規定により理事を選任する場合は、前項の規定により理事を選任する場合は、各各各各理事について、当該理事及び当該理理事について、当該理事及び当該理理事について、当該理事及び当該理理事について、当該理事及び当該理 

事の事の事の事の配偶配偶配偶配偶者又は３者又は３者又は３者又は３親親親親等以等以等以等以内内内内のののの親族親族親族親族その他の当該理事とその他の当該理事とその他の当該理事とその他の当該理事と法定で定める特法定で定める特法定で定める特法定で定める特殊殊殊殊の関係のの関係のの関係のの関係の 

ある者の合ある者の合ある者の合ある者の合計数計数計数計数が、理事の総が、理事の総が、理事の総が、理事の総数数数数の３の３の３の３分分分分の１以下とする。の１以下とする。の１以下とする。の１以下とする。 

３３３３    会長、会長、会長、会長、副副副副会長及び会長及び会長及び会長及び専専専専務理事は、理事会の決議によって理事の務理事は、理事会の決議によって理事の務理事は、理事会の決議によって理事の務理事は、理事会の決議によって理事の中中中中からからからから選定選定選定選定する。する。する。する。 

（理事の職務及び（理事の職務及び（理事の職務及び（理事の職務及び権権権権限）限）限）限） 

第第第第 21 条条条条    理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法理事は、理事会を構成し、法令令令令及びこの定及びこの定及びこの定及びこの定款款款款で定めるところにより、職務で定めるところにより、職務で定めるところにより、職務で定めるところにより、職務 

をををを執執執執行する。行する。行する。行する。 

２２２２    会長は、会長は、会長は、会長は、法法法法令令令令及び定及び定及び定及び定款款款款の定めるところにより、の定めるところにより、の定めるところにより、の定めるところにより、この法人を代表し、その業務をこの法人を代表し、その業務をこの法人を代表し、その業務をこの法人を代表し、その業務を執執執執 

行する。行する。行する。行する。 

３３３３    副副副副会長は、会長を会長は、会長を会長は、会長を会長は、会長を補佐補佐補佐補佐し、し、し、し、専専専専務理事は、務理事は、務理事は、務理事は、理事会の定めるところにより理事会の定めるところにより理事会の定めるところにより理事会の定めるところによりこの法人のこの法人のこの法人のこの法人の 

業務を業務を業務を業務を分分分分担担担担執執執執行する行する行する行する。。。。 

４４４４    会長会長会長会長及び及び及び及び専専専専務理事は、毎事業年務理事は、毎事業年務理事は、毎事業年務理事は、毎事業年度度度度にににに４４４４箇箇箇箇月月月月をををを超え超え超え超えるるるる間隔間隔間隔間隔で２で２で２で２回回回回以上、自以上、自以上、自以上、自己己己己の職務の職務の職務の職務 

のののの執執執執行の行の行の行の状況状況状況状況を理事会にを理事会にを理事会にを理事会に報告報告報告報告しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（監事の職務及び（監事の職務及び（監事の職務及び（監事の職務及び権権権権限）限）限）限） 

第第第第 22 条条条条    監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の監事は、理事の職務の執執執執行を監査し、法行を監査し、法行を監査し、法行を監査し、法令令令令で定めるところにより、監査で定めるところにより、監査で定めるところにより、監査で定めるところにより、監査報報報報 

告告告告をををを作作作作成す成す成す成する。る。る。る。 

２２２２    監事は、いつでも、理事及び監事は、いつでも、理事及び監事は、いつでも、理事及び監事は、いつでも、理事及び使使使使用人用人用人用人にににに対対対対して事業のして事業のして事業のして事業の報告報告報告報告をををを求求求求め、この法人の業務め、この法人の業務め、この法人の業務め、この法人の業務 

及び財及び財及び財及び財産産産産のののの状況状況状況状況の調査をすることができる。の調査をすることができる。の調査をすることができる。の調査をすることができる。 

（役員の任（役員の任（役員の任（役員の任期期期期）））） 

第第第第 23 条条条条    理事理事理事理事又は又は又は又は監事監事監事監事の任の任の任の任期期期期は、選任は、選任は、選任は、選任後後後後２年以２年以２年以２年以内内内内にににに満了満了満了満了する事業年する事業年する事業年する事業年度度度度のうちのうちのうちのうち最終最終最終最終のののの 

ものに関する定時総会のものに関する定時総会のものに関する定時総会のものに関する定時総会の終結終結終結終結の時の時の時の時ままままでとする。でとする。でとする。でとする。 

２２２２    補欠補欠補欠補欠として選任された理事又は監事の任として選任された理事又は監事の任として選任された理事又は監事の任として選任された理事又は監事の任期期期期は、前任者の任は、前任者の任は、前任者の任は、前任者の任期期期期のののの満了満了満了満了する時する時する時する時ままままでとでとでとでと 



する。する。する。する。 

３３３３    理事又は監事は、第理事又は監事は、第理事又は監事は、第理事又は監事は、第 19 条に定める定条に定める定条に定める定条に定める定数数数数にににに足足足足りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任りなくなるときは、任期期期期のののの満了満了満了満了又は又は又は又は 

辞辞辞辞任により退任した任により退任した任により退任した任により退任した後後後後も、新たに選任された者がも、新たに選任された者がも、新たに選任された者がも、新たに選任された者が就就就就任する任する任する任するままままで、なお理事又は監事で、なお理事又は監事で、なお理事又は監事で、なお理事又は監事 

としてのとしてのとしてのとしての権利権利権利権利義務を義務を義務を義務を有有有有する。する。する。する。 

（役員の（役員の（役員の（役員の解解解解任）任）任）任） 

第第第第 24 条条条条    理事及び監事は、総会の決議によって理事及び監事は、総会の決議によって理事及び監事は、総会の決議によって理事及び監事は、総会の決議によって解解解解任することができる。任することができる。任することができる。任することができる。 

（（（（役員の役員の役員の役員の報酬報酬報酬報酬等）等）等）等） 

第第第第 25 条条条条    理事及び監事は理事及び監事は理事及び監事は理事及び監事は、、、、無報酬無報酬無報酬無報酬とする。ただし、常とする。ただし、常とする。ただし、常とする。ただし、常勤勤勤勤のののの理事理事理事理事及び監事に及び監事に及び監事に及び監事に対対対対しては、しては、しては、しては、 

総会において総会において総会において総会において定める総額の定める総額の定める総額の定める総額の範囲内範囲内範囲内範囲内で、で、で、で、総会において別に定める総会において別に定める総会において別に定める総会において別に定める報酬報酬報酬報酬等等等等の支の支の支の支給給給給のののの基基基基準準準準 

にににに従従従従ってってってって算算算算定した額を定した額を定した額を定した額を報酬報酬報酬報酬等として等として等として等として支支支支給給給給することができる。することができる。することができる。することができる。 

２２２２    役員には、その職務を行うために要する費用役員には、その職務を行うために要する費用役員には、その職務を行うために要する費用役員には、その職務を行うために要する費用を、理事会で別に定める規を、理事会で別に定める規を、理事会で別に定める規を、理事会で別に定める規程程程程によりによりによりにより

支払することができる。支払することができる。支払することができる。支払することができる。 

（（（（顧問顧問顧問顧問）））） 

第第第第 26 条条条条    この法人に、この法人に、この法人に、この法人に、任意の任意の任意の任意の役職役職役職役職として、として、として、として、３３３３名名名名以以以以内内内内のののの顧問顧問顧問顧問を置くことがでを置くことがでを置くことがでを置くことができる。きる。きる。きる。 

２２２２    顧問顧問顧問顧問は、は、は、は、次の職務を行う。次の職務を行う。次の職務を行う。次の職務を行う。 

    (1)    会長の相会長の相会長の相会長の相談談談談にににに応応応応じること。じること。じること。じること。 

    (2)    理事会から理事会から理事会から理事会から諮問諮問諮問諮問されたされたされたされた事項について事項について事項について事項について参考参考参考参考意意意意見見見見をををを述べ述べ述べ述べること。ること。ること。ること。 

３３３３    顧問顧問顧問顧問の選任及びの選任及びの選任及びの選任及び解解解解任は、理事会において決議する。任は、理事会において決議する。任は、理事会において決議する。任は、理事会において決議する。 

４４４４    顧問顧問顧問顧問は、は、は、は、無報酬無報酬無報酬無報酬とする。とする。とする。とする。 

 

第６章第６章第６章第６章    理事会理事会理事会理事会 

（（（（設設設設置及び置及び置及び置及び構成）構成）構成）構成） 

第第第第 27 条条条条    この法人に理事会を置く。この法人に理事会を置く。この法人に理事会を置く。この法人に理事会を置く。 

２２２２    理事会は、全ての理事を理事会は、全ての理事を理事会は、全ての理事を理事会は、全ての理事をもってもってもってもって構成する。構成する。構成する。構成する。 

（（（（権権権権限）限）限）限） 

第第第第 28 条条条条    理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。理事会は、次の職務を行う。 

    (1)    この法人の業務この法人の業務この法人の業務この法人の業務執執執執行の決定行の決定行の決定行の決定 

    (2)    理事の職務の理事の職務の理事の職務の理事の職務の執執執執行の監督行の監督行の監督行の監督 

    (3)    会長、会長、会長、会長、副副副副会長及び会長及び会長及び会長及び専専専専務理事の選定及び務理事の選定及び務理事の選定及び務理事の選定及び解解解解職職職職 

    (4)    この定この定この定この定款款款款で定めるものので定めるものので定めるものので定めるもののほほほほか、規則、規か、規則、規か、規則、規か、規則、規程程程程及び及び及び及び細細細細則の則の則の則の制制制制定、定、定、定、変更変更変更変更及び及び及び及び廃止廃止廃止廃止 

２２２２    理事会は、次に理事会は、次に理事会は、次に理事会は、次に掲げ掲げ掲げ掲げる事項その他る事項その他る事項その他る事項その他重重重重要な業務要な業務要な業務要な業務執執執執行の決定を理事に委任すること行の決定を理事に委任すること行の決定を理事に委任すること行の決定を理事に委任すること 

ができない。ができない。ができない。ができない。 

    (1)    重重重重要な財要な財要な財要な財産産産産のののの処分処分処分処分及び及び及び及び譲譲譲譲受け受け受け受け 

    (2)    多多多多額の額の額の額の借借借借財財財財 

    (3)    事務事務事務事務局局局局長及び長及び長及び長及び重重重重要な要な要な要な事務事務事務事務局局局局職員職員職員職員の選任及びの選任及びの選任及びの選任及び解解解解任任任任 

    (4)    その他その他その他その他法法法法令令令令で定められた事項で定められた事項で定められた事項で定められた事項 

（（（（招集招集招集招集）））） 

第第第第 29 条条条条    理事会は、会長が理事会は、会長が理事会は、会長が理事会は、会長が招集招集招集招集し、その議長となる。し、その議長となる。し、その議長となる。し、その議長となる。 

２２２２    会長会長会長会長がががが欠欠欠欠けたとき又は会長に事けたとき又は会長に事けたとき又は会長に事けたとき又は会長に事故故故故があるときは、があるときは、があるときは、があるときは、副副副副会長が会長が会長が会長が理事会を理事会を理事会を理事会を招集招集招集招集する。する。する。する。 

３３３３    理事会を理事会を理事会を理事会を招集招集招集招集するするするする者者者者は、理事会のは、理事会のは、理事会のは、理事会の日日日日のののの１１１１週間週間週間週間前前前前ままままでに、でに、でに、でに、各各各各理事及理事及理事及理事及びびびび各各各各監監監監事に事に事に事に対対対対しししし 



    てその通てその通てその通てその通知知知知を発しなければならない。を発しなければならない。を発しなければならない。を発しなければならない。 

４４４４    前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかかわわわわらず、理事らず、理事らず、理事らず、理事会は、理事会は、理事会は、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、及び監事の全員の同意があるときは、及び監事の全員の同意があるときは、及び監事の全員の同意があるときは、 

招集招集招集招集のののの手続手続手続手続きを経ることなく理事会をきを経ることなく理事会をきを経ることなく理事会をきを経ることなく理事会を開催開催開催開催することができる。することができる。することができる。することができる。 

（決議）（決議）（決議）（決議） 

第第第第 30 条条条条    理事会の決議は、理事会の決議は、理事会の決議は、理事会の決議は、決議について特別の決議について特別の決議について特別の決議について特別の利害利害利害利害関係を関係を関係を関係を有有有有する理事を除く理事のする理事を除く理事のする理事を除く理事のする理事を除く理事の 

過半数過半数過半数過半数が出が出が出が出席席席席し、そのし、そのし、そのし、その過半数過半数過半数過半数をもってをもってをもってをもって行う行う行う行う。。。。 

２２２２    前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかか前項の規定にかかわわわわらず、一般社団・財団法人法第らず、一般社団・財団法人法第らず、一般社団・財団法人法第らず、一般社団・財団法人法第９６９６９６９６条の要条の要条の要条の要件件件件をををを満満満満たしたとたしたとたしたとたしたと 

きは、理事会の決議があったものとみなす。きは、理事会の決議があったものとみなす。きは、理事会の決議があったものとみなす。きは、理事会の決議があったものとみなす。 

（議事（議事（議事（議事録録録録）））） 

第第第第 31 条条条条    理事会の議事については、法理事会の議事については、法理事会の議事については、法理事会の議事については、法令令令令で定めるところにより、議で定めるところにより、議で定めるところにより、議で定めるところにより、議事事事事録録録録をををを作作作作成する。成する。成する。成する。 

２２２２    出出出出席席席席したしたしたした会長及び監事は、会長及び監事は、会長及び監事は、会長及び監事は、前項の議事前項の議事前項の議事前項の議事録録録録にににに記記記記名名名名押印押印押印押印する。する。する。する。 

 

第第第第７７７７章章章章    専門専門専門専門委員会委員会委員会委員会 

（（（（設設設設置等置等置等置等）））） 

第第第第 32 条条条条    この法人この法人この法人この法人の事業をの事業をの事業をの事業を効果効果効果効果的に的に的に的に推進するため推進するため推進するため推進するため、、、、必要があるときは理事会の決議必要があるときは理事会の決議必要があるときは理事会の決議必要があるときは理事会の決議 

によりによりによりにより専門専門専門専門委員会を置く。委員会を置く。委員会を置く。委員会を置く。 

２２２２    専門専門専門専門委員会の委員会の委員会の委員会の組織組織組織組織及び運営に関する事項については、理事会において別に定める。及び運営に関する事項については、理事会において別に定める。及び運営に関する事項については、理事会において別に定める。及び運営に関する事項については、理事会において別に定める。 

この場合において、当該機関の名称、構成及びこの場合において、当該機関の名称、構成及びこの場合において、当該機関の名称、構成及びこの場合において、当該機関の名称、構成及び権権権権限を限を限を限を明確明確明確明確にし、法律上の機関であにし、法律上の機関であにし、法律上の機関であにし、法律上の機関であ 

る総会又は理事会等のる総会又は理事会等のる総会又は理事会等のる総会又は理事会等の権権権権限を限を限を限を奪奪奪奪うことがないようにしなければならない。うことがないようにしなければならない。うことがないようにしなければならない。うことがないようにしなければならない。 

 

第第第第８８８８章章章章    事務事務事務事務局局局局 

（（（（設設設設置等）置等）置等）置等） 

第第第第 33 条条条条    この法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務をこの法人の事務を処処処処理するため、事務理するため、事務理するため、事務理するため、事務局局局局をををを設設設設置置置置しししし所要の職員を置く。所要の職員を置く。所要の職員を置く。所要の職員を置く。 

２２２２    事務事務事務事務局局局局のののの組織組織組織組織及び運営に関及び運営に関及び運営に関及び運営に関する事項についてする事項についてする事項についてする事項については、理事会は、理事会は、理事会は、理事会においてにおいてにおいてにおいて別に定める。別に定める。別に定める。別に定める。 

 

第第第第９９９９章章章章    会会会会計計計計 

（事業年（事業年（事業年（事業年度度度度）））） 

第第第第 34 条条条条    この法人の事業年この法人の事業年この法人の事業年この法人の事業年度度度度は、毎年４は、毎年４は、毎年４は、毎年４月月月月１１１１日日日日にににに始ま始ま始ま始まりりりり翌翌翌翌年３年３年３年３月月月月３１３１３１３１日日日日にににに終わ終わ終わ終わる。る。る。る。 

（事業（事業（事業（事業計画計画計画計画及び収支及び収支及び収支及び収支予算予算予算予算）））） 

第第第第 35 条条条条    この法人の事業この法人の事業この法人の事業この法人の事業計画計画計画計画書、収支書、収支書、収支書、収支予算予算予算予算書については、書については、書については、書については、毎事業年毎事業年毎事業年毎事業年度度度度のののの開始開始開始開始のののの日日日日のののの 

前前前前日ま日ま日ま日までに、でに、でに、でに、会長が会長が会長が会長が作作作作成し、理事会の成し、理事会の成し、理事会の成し、理事会の承認を受けて、承認を受けて、承認を受けて、承認を受けて、総会に総会に総会に総会に報告報告報告報告しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな 

い。い。い。い。これをこれをこれをこれを変更変更変更変更する場合も、同する場合も、同する場合も、同する場合も、同様様様様とする。とする。とする。とする。 

２２２２    前項の書前項の書前項の書前項の書類類類類については、主たる事務所に、当該事業年については、主たる事務所に、当該事業年については、主たる事務所に、当該事業年については、主たる事務所に、当該事業年度度度度がががが終了終了終了終了するするするするままままでのでのでのでの間備え間備え間備え間備え

置置置置くものとする。くものとする。くものとする。くものとする。 

（事業（事業（事業（事業報告報告報告報告及び決及び決及び決及び決算算算算）））） 

第第第第 36 条条条条    この法人の事業この法人の事業この法人の事業この法人の事業報告報告報告報告及び決及び決及び決及び決算算算算については、毎事業年については、毎事業年については、毎事業年については、毎事業年度終了後度終了後度終了後度終了後、会長が次の、会長が次の、会長が次の、会長が次の 

書書書書類類類類をををを作作作作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

    (1)    事業事業事業事業報告報告報告報告 

    (2)    事業事業事業事業報告報告報告報告のののの附属明細附属明細附属明細附属明細書書書書 

    (3)    貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表表表表 



    (4)    損益計算損益計算損益計算損益計算書書書書（正（正（正（正味味味味財財財財産産産産増減増減増減増減計算計算計算計算書）書）書）書） 

    (5)    貸借対照貸借対照貸借対照貸借対照表及び表及び表及び表及び損益計算損益計算損益計算損益計算書（正書（正書（正書（正味味味味財財財財産産産産増減増減増減増減計算計算計算計算書）の書）の書）の書）の附属明細附属明細附属明細附属明細書書書書     

２２２２    前項の承認を受けた書前項の承認を受けた書前項の承認を受けた書前項の承認を受けた書類類類類のうち、第１のうち、第１のうち、第１のうち、第１号号号号、第３、第３、第３、第３号号号号及び及び及び及び第４第４第４第４号号号号の書の書の書の書類類類類については、については、については、については、 

定時定時定時定時総会に提出し、第１総会に提出し、第１総会に提出し、第１総会に提出し、第１号号号号の書の書の書の書類類類類についてはそのについてはそのについてはそのについてはその内容内容内容内容をををを報報報報告告告告し、その他の書し、その他の書し、その他の書し、その他の書類類類類にににに 

ついては承認を受けなければならない。ついては承認を受けなければならない。ついては承認を受けなければならない。ついては承認を受けなければならない。 

３３３３    第１項の書第１項の書第１項の書第１項の書類類類類ののののほほほほか、監査か、監査か、監査か、監査報告報告報告報告を主たる事務所に５年を主たる事務所に５年を主たる事務所に５年を主たる事務所に５年間備え間備え間備え間備え置く置く置く置くとともに、定とともに、定とともに、定とともに、定 

款款款款、会員名、会員名、会員名、会員名簿簿簿簿を主たる事務所にを主たる事務所にを主たる事務所にを主たる事務所に備え備え備え備え置くものとする。置くものとする。置くものとする。置くものとする。 

（（（（剰余金剰余金剰余金剰余金）））） 

第第第第 37 条条条条    この法人は、この法人は、この法人は、この法人は、剰余金剰余金剰余金剰余金のののの分配分配分配分配を行うことができない。を行うことができない。を行うことができない。を行うことができない。 

 

第第第第１１１１００００章章章章    定定定定款款款款のののの変更変更変更変更及び及び及び及び解散解散解散解散 

（定（定（定（定款款款款のののの変更変更変更変更）））） 

第第第第 38 条条条条    この定この定この定この定款款款款は、総会の決議によっては、総会の決議によっては、総会の決議によっては、総会の決議によって変更変更変更変更することができる。することができる。することができる。することができる。 

（（（（解散解散解散解散）））） 

第第第第 39 条条条条    この法人は、総会の決議その他法この法人は、総会の決議その他法この法人は、総会の決議その他法この法人は、総会の決議その他法令令令令で定められた事で定められた事で定められた事で定められた事由由由由によりによりによりにより解散解散解散解散する。する。する。する。 

（（（（残余残余残余残余財財財財産産産産のののの帰属帰属帰属帰属）））） 

第第第第 40 条条条条    この法人がこの法人がこの法人がこの法人が清算清算清算清算をする場合におをする場合におをする場合におをする場合においていていていて有有有有するするするする残余残余残余残余財財財財産産産産は、総会の決議を経て、は、総会の決議を経て、は、総会の決議を経て、は、総会の決議を経て、 

公公公公益益益益社団法人及び公社団法人及び公社団法人及び公社団法人及び公益益益益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７財団法人の認定等に関する法律第５条第１７財団法人の認定等に関する法律第５条第１７財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号号号号にににに掲げ掲げ掲げ掲げる法る法る法る法 

人又は人又は人又は人又は国若国若国若国若しくはしくはしくはしくは地方地方地方地方公共団体に公共団体に公共団体に公共団体に贈贈贈贈与するものとする。与するものとする。与するものとする。与するものとする。 

 

第１第１第１第１１１１１章章章章    公公公公告告告告のののの方方方方法法法法 

（（（（公公公公告告告告のののの方方方方法）法）法）法） 

第第第第 41 条条条条    この法人の公この法人の公この法人の公この法人の公告告告告は、は、は、は、主たる事務所の公主たる事務所の公主たる事務所の公主たる事務所の公衆衆衆衆のののの見や見や見や見やすい場所にすい場所にすい場所にすい場所に掲示掲示掲示掲示するするするする方方方方法に法に法に法に 

よりよりよりより行う。行う。行う。行う。 

 

附附附附則則則則 

１１１１    この定この定この定この定款款款款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益益益益社団法人及び社団法人及び社団法人及び社団法人及び 

公公公公益益益益財団財団財団財団法人の認定等に関する法律の施行に法人の認定等に関する法律の施行に法人の認定等に関する法律の施行に法人の認定等に関する法律の施行に伴伴伴伴う関係法律の整う関係法律の整う関係法律の整う関係法律の整備備備備等に関する法等に関する法等に関する法等に関する法第第第第 

１２１条第１項において１２１条第１項において１２１条第１項において１２１条第１項において読読読読みみみみ替え替え替え替えて準用する同法第１て準用する同法第１て準用する同法第１て準用する同法第１００００６条６条６条６条第１項に定める一般第１項に定める一般第１項に定める一般第１項に定める一般 

法人の法人の法人の法人の設立設立設立設立のののの登記登記登記登記のののの日日日日から施行する。から施行する。から施行する。から施行する。 

２２２２    この法人のこの法人のこの法人のこの法人の最初最初最初最初のののの代表理事代表理事代表理事代表理事はははは小渡亨小渡亨小渡亨小渡亨としとしとしとし、、、、業務業務業務業務執執執執行理事行理事行理事行理事はははは下下下下地地地地一一一一彦彦彦彦とする。とする。とする。とする。 

３３３３    一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益益益益社団法人及び公社団法人及び公社団法人及び公社団法人及び公益益益益財団法財団法財団法財団法 

人の認定等に関する法律の施行に人の認定等に関する法律の施行に人の認定等に関する法律の施行に人の認定等に関する法律の施行に伴伴伴伴うううう関関関関係法律の整係法律の整係法律の整係法律の整備備備備等に関する法律第１２１条等に関する法律第１２１条等に関する法律第１２１条等に関する法律第１２１条 

第１項において第１項において第１項において第１項において読読読読みみみみ替え替え替え替えて準用する同法第１て準用する同法第１て準用する同法第１て準用する同法第１００００６条第１項に定める特６条第１項に定める特６条第１項に定める特６条第１項に定める特例民例民例民例民法法人法法人法法人法法人 

のののの解散解散解散解散のののの登記登記登記登記と一般法人のと一般法人のと一般法人のと一般法人の設立設立設立設立のののの登記登記登記登記を行ったときは、第を行ったときは、第を行ったときは、第を行ったときは、第３３３３４４４４条の規定に条の規定に条の規定に条の規定にかかかかかかかかわわわわ 

らずらずらずらず、、、、解散解散解散解散のののの登記登記登記登記のののの日日日日の前の前の前の前日日日日を事業年を事業年を事業年を事業年度度度度のののの末日末日末日末日とし、とし、とし、とし、設立設立設立設立のののの登記登記登記登記のののの日日日日を事業年を事業年を事業年を事業年度度度度のののの 

開始日開始日開始日開始日ととととする。する。する。する。 

 

 

 


